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平成 25年 12月 4日 

会 員 各 位 

日本商品先物振興協会 

消費税法改正に係る顧客への対応方について 

平成 24年 8月 22日に改正消費税法が公布され、平成 26年 4月 1日を施行日

として税率が引き上げられることが決定いたしました。 

これに関して、会員から「事務処理システムの改修に係る負担を軽減する観点

から、委託者から委託手数料を収受する際の消費税の税率の変更について、暦日

ではなく「取引の計算区域」をもって新税率を適用すること、すなわち平成 26

年 3 月 31 日の午後 5 時から開始される立会（＝4 月 1 日の計算区域）で約定し

た取引に係る委託手数料については、4月 1日を収益計上日（役務の提供日）と

して継続的に取り扱っており、その日から新税率を適用することとしたいが、関

係法令上問題ないか」との問い合わせが本会に複数寄せられました。 

これを受けて、本会から国税庁に照会を行ったところ、以下の回答があったの

で、その旨をお知らせいたします。 

［国税庁からの回答］ 

商品先物取引に係る委託手数料について、例えば 3 月 31 日の 17 時から開始

される計算区域における取引の委託手数料の収益計上日（役務の提供日）を 4月

1日とするとの基準を継続的に適用している場合には、当該計算区域の取引に係

る委託手数料の消費税は 4月 1日の新税率が適用される。 

以上 
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